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農
林
水
産
省
告
示
第
五
十
四
号 

  

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
四
十
八
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
九
年
産
の
う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
、
り
ん
ご
、
ぶ
ど
う
、
な
し
、
も
も
、

お
う
と
う
、
び
わ
、
か
き
、
く
り
、
う
め
、
す
も
も
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
及
び
い
よ
か
ん
並
び
に
令
和
十

年
産
の
な
つ
み
か
ん
及
び
か
ん
き
つ
類
の
果
樹
（
農
業
保
険
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
第
八
条
に

規
定
す
る
か
ん
き
つ
類
の
果
樹
を
い
い
、
い
よ
か
ん
を
除
く
。
）
に
係
る
同
法
第
百
四
十
八
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
る
金
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
林
水
産
大
臣 

鈴
木 

憲
和 

 

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
経
営
局
保
険
監
理
官
及
び
関
係
都
道
府
県
庁
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

「次のよう」の部分 

 

１ 農業保険法（昭和 22 年法律第 185 号。以下「法」という。）第 148 条第２項の農林水産

大臣が定める金額は、 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 

一 過去４年間における果実の年産ごと類区分（農林水産大臣が法第148条第５項に規定す

る細区分を定めた類区分については、当該細区分。以下「類区分等」という。）ごとの

平均的な１キログラム当たり販売金額について、農業保険法施行規則（平成29年農林水

産省令第63号。以下「規則」という。）第119条第３項第３号に規定する書類、同号に規

定する帳簿及びこれらの関係書類（以下「書類等」という。）により把握できる者が、

同号に掲げる者として全相殺減収方式（同条第１項第１号に規定する全相殺減収方式を

いう。以下同じ。）を選択する場合 共済目的の種類ごとの別表１に定める金額又は当

該類区分等ごとの平均的な１キログラム当たり販売金額のいずれか低い金額 

二 全相殺減収方式（規則第 119 条第３項第１号及び第２号に掲げる者が選択する全相殺

減収方式に限る。）、全相殺品質方式（同条第１項第２号に規定する全相殺品質方式を

いう。）及び半相殺方式（同項第３号に規定する半相殺方式をいう。）を選択する場合 

  別表２に定める金額 

三 全相殺減収方式（規則第 119 条第３項第３号に掲げる者が選択する全相殺減収方式に

限り、第１号に掲げる場合を除く。）及び地域インデックス方式（規則第 119 条第１項

第４号に規定する地域インデックス方式をいう。）を選択する場合 次に掲げる金額 

イ 申込者（法第 147 条の規定により共済関係の成立の申込みをした者をいう。以下同

じ。）が栽培する共済目的の種類について細区分が定められている場合にあっては、

当該共済目的の種類ごとに、当該申込者が栽培する品種が属する細区分ごとの別表２

に定める金額を、当該品種が属する細区分ごとの栽培面積により加重平均して得た金

額 

ロ 申込者が栽培する共済目的の種類について細区分が定められていない場合にあって

は、別表２に定める金額 

２ 前項第１号の平均的な１キログラム当たり販売金額は、過去４年間における申込者の書

類等から得られる年産ごと、類区分等ごとの販売金額を、当該年産ごと、類区分等ごとの

販売した数量で除して得た金額を基礎として算定した金額とする。 

  



 

別表１ 

 

                     

収穫共済の 

共済目的の種類 

 

 

 

果実の１㎏当たり価額 

 

 

価額 

 

 

左欄に掲げる 

価額が適用と 

な る 地 域 

うんしゅうみかん １，１５１ 円 全国 

 

 

 

 

 

 

 

 

なつみかん １２４ 円 

いよかん １４５ 円 

指定かんきつ ６１７ 円 

りんご ５４９ 円 

ぶどう ５，１９７ 円 

なし ８２６ 円 

もも １，０１３ 円 

おうとう ２，１０９ 円 

びわ １，１１１ 円 

かき ４４２ 円 

くり １，１８７ 円 

うめ ４６４ 円 

すもも ８６７ 円 

キウイフルーツ ６９０ 円 

パインアップル ９１ 円 

 

  



 

 

 

都道府県名 

 

 

秋 田 県 

 

 

 

 

収穫共済の 

共済目的の種類 

 

 

 

 

 

細区分 

 

 

 

果実の１㎏当たり価額 

 

 

価額 

 

 

左欄に掲げる 

価額が適用と 

な る 地 域 

りんご 

 

 

 

 

１群 １９０ 円 秋田県の区域 

 

 

 

 

２群 ２２９ 円 

３群 ２２８ 円 

４群 ７２ 円 

５群 ３０４ 円 

ぶどう 

 

 

 

 

 

１群 ４２２ 円 秋田県の区域 

 

 

 

 

 

２群 ３３１ 円 

３群 １，３３２ 円 

４群 ８６６ 円 

５群 ３５８ 円 

６群 ５２６ 円 

なし 

 

 

 

 

１群 ３４８ 円 秋田県の区域 

 

 

 

 

２群 ３７６ 円 

３群 １１８ 円 

４群 ４６２ 円 

５群 ２００ 円 

おうとう 

 

１群 ２，１０９ 円 秋田県の区域 

 ２群 １，１８６ 円 

  


